
本庁・各総合支所の
所在地と電話番号等
本…本庁
〒328－8686
入舟町7－26
☎21－2224

大…大平総合支所
〒329－4492
大平町富田558
☎43－9205

藤…藤岡総合支所
〒323－1192
藤岡町藤岡1022－5
☎62－0900

都…都賀総合支所
〒328－0192
都賀町家中5982－1
☎29－1100

インフォメーション

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
の

相
談
と
手
続
き

知
っ
て
お
き
た
い

国
民
健
康
保
険

◎
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
ら
…

　

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
て
国
保

に
入
る
時
や
、
国
保
の
加
入
者
が
職

場
の
健
康
保
険
に
入
っ
た
時
は
、
14

日
以
内
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
時

　

印
か
ん
、
職
場
の
健
康
保
険
の
離

脱
証
明
書
、
年
金
手
帳
（
20
歳
〜
59

歳
の
方
）、
年
金
証
書
（
60
歳
〜
64

歳
の
方
で
年
金
の
受
給
権
が
あ
る

方
）、
医
療
費
受
給
資
格
者
証

※
退
職
日
の
翌
日
以
降
に
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

・
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
時

　

印
か
ん
、
国
保
の
保
険
証
、
職
場

の
健
康
保
険
証
（
カ
ー
ド
の
場
合
は

全
員
分
）、
医
療
費
受
給
資
格
者
証

◎
マ
ル
学
保
険
証（
学
生
用
保
険
証
）

　

国
保
の
加
入
者
が
就
学
の
た
め
市

外
で
生
活
す
る
場
合
、
市
か
ら
マ
ル

学
保
険
証
（
学
生
用
保
険
証
）
を
交

付
し
ま
す
。

◇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

国
保
の
保
険
証
、
在
学
証
明
書

（
写
し
で
も
可
）

※
就
学
の
た
め
の
住
所
に
転
出
す
る

届
出
が
必
要
で
す
。
な
お
、
卒
業

後
は
マ
ル
学
の
資
格
が
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
マ
ル
学
喪
失
の
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き

　

交
通
事
故
な
ど
で
第
三
者
か
ら
受

け
た
傷
病
の
治
療
に
か
か
る
医
療
費

は
、
原
則
的
に
は
加
害
者
の
全
額
負

担
で
す
。
国
保
で
一
時
的
に
医
療
費

を
立
て
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
そ
の
場
合
は
、
必
ず
届
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ

た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た

り
す
る
と
、
国
保
が
使
え
な
く
な
る

場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、

注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

◇
届
出
に
必
要
な
も
の

　

第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
、
保

険
証
、
印
鑑
、
交
通
事
故
証
明
書

※
被
害
届
の
書
類
は
国
保
担
当
の
窓

口
に
あ
り
ま
す
。

◎
70
歳
以
上
74
歳
以
下
の
方
の
窓
口

負
担
に
つ
い
て

　

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
の
２
割

へ
の
引
き
上
げ
が
１
年
間
延
長
さ
れ

ま
す
。

　

現
在
交
付
し
て
あ
る
高
齢
受
給
者

証
は
、
４
月
か
ら
２
割
負
担
に
見
直

さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
負
担
割
合
が

表
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
４
月
１

日
㈮
か
ら
７
月
31
日
㈰
ま
で
負
担
割

合
を
１
割
に
据
え
置
い
た
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
を
３
月
下
旬
に
お
送
り

し
ま
す
。（
既
に
３
割
負
担
の
方
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る

一
定
の
障
が
い
認
定
を
受
け
た
方
は

除
く
）

◇
届
出
・
問
合
先

本

保
険
年
金
課

☎
（21）
２
１
５
１

大

市
民
生
活
課

☎
（43）
９
２
１
６

藤

市
民
生
活
課

☎
（62）
０
９
０
３

都

市
民
生
活
課

☎
（29）
１
１
０
２

◇
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者

　

自
営
業
者
な
ど
の
国
民
年
金
の
第

一
号
被
保
険
者
の
年
金
の
相
談
と
各

種
の
届
出
・
手
続
先
は
、
市
役
所
の

年
金
担
当
で
す
。

◇
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
そ
の
被
扶
養
配

偶
者

　

厚
生
年
金
の
加
入
者
（
国
民
年
金

の
第
二
号
被
保
険
者
）
と
そ
の
被
扶

養
配
偶
者
（
国
民
年
金
の
第
三
号
被

保
険
者
）
の
年
金
の
手
続
き
は
、
勤

め
先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す
の
で
、

ご
自
身
で
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
年
金
事
務
所

　

面
談
に
よ
る
国
民
年
金
、
厚
生
年

金
の
相
談
を
希
望
の
方
は
、
加
入

者
、
受
給
者
と
も
に
、
栃
木
年
金
事

務
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

受
付
時
間
等
は
、
栃
木
年
金
事
務

所
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

も
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
相
談
窓
口

の
混
雑
予
想
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
）

◇
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

一
般
的
な
国
民
年
金
、
厚
生
年
金

の
相
談
に
は
、
加
入
者
、
受
給
者
と

も
に
、「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」（
☎

０
５
７
０－

０
５－

１
１
６
５
）
が
便

利
で
す
。
電
話
す
る
前
に
、
年
金
手

帳
や
年
金
証
書
、
振
込
通
知
書
な
ど

を
用
意
し
、
相
談
し
た
い
事
柄
を
メ

モ
し
て
お
く
と
便
利
で
す
。

　

な
お
、「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
お

よ
び
「
厚
生
年
金
加
入
記
録
の
お
知

ら
せ
」
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」

（
☎
０
５
７
０

－

０
５
８－

５
５
５
）

に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
そ
の
他

　

年
金
の
相
談
・
手
続
き
に
お
越
し

に
な
る
際
は
、
年
金
手
帳
又
は
年
金

証
書
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
公
的
機

関
が
発
行
し
た
身
分
を
確
認
で
き
る

も
の
と
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。     

  

代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
電
話
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先

○
栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
４

○
栃
木
市
役
所

本

保
険
年
金
課

☎
（21）
２
１
５
５

大

市
民
生
活
課

☎
（43）
９
２
０
９

藤

市
民
生
活
課

☎
（62）
０
９
０
３

都

市
民
生
活
課

☎
（29）
１
１
０
２

♥
愛
の
献
血
に
ご
協
力
を
♥

◇
期
日　

３
月
14
日
㈪

◇
時
間　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

◇
場
所　

滝
沢
ハ
ム
㈱
泉
川
工
場

（
泉
川
町
）

◇
問
合
先

本

健
康
増
進
課

☎
（25）
３
５
１
１

献血キャラクター
「けんけつちゃん」

イ
ン
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◎
こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
改
正

内
容

①
対
象
年
齢
が
『
中
学
３
年
』
ま
で

拡
大
さ
れ
ま
す
。

　
　

新
し
く
対
象
と
な
る
方
に
は
、

登
録
申
請
の
お
知
ら
せ
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
現
在
医
療
費
助
成
を
利

用
の
方
は
、
受
給
資
格
者
証
を
そ

の
ま
ま
ご
使
用
く
だ
さ
い
。
手
続

き
は
不
要
で
す
。

②
『
入
院
の
際
の
食
事
療
養
費
』
が

助
成
対
象
か
ら
外
れ
ま
す
。
な

お
、
平
成
23
年
３
月
ま
で
の
入
院

分
は
、
助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。

◎
こ
ど
も
、
重
度
心
身
障
が
い
者
、

妊
産
婦
、
ひ
と
り
親
の
各
医
療
費

助
成
制
度
の
申
請
書
の
提
出
方
法

が
一
部
変
わ
り
ま
し
た
。

　

同
じ
医
療
機
関
や
同
じ
調
剤
薬
局

の
領
収
書
は
、
最
大
６
か
月
分
を
ま

と
め
て
１
枚
の
助
成
申
請
書
に
添
付

で
き
ま
す
。

◇
問
合
先

本

保
険
年
金
課

☎
（21）
２
１
５
３

大

市
民
生
活
課

☎
（43）
９
２
１
６

藤

市
民
生
活
課

☎
（62）
０
９
０
３

都

市
民
生
活
課

☎
（29）
１
１
０
２

◎
固
定
資
産
税
の
縦
覧
を
実
施

　

市
内
の
各
地
域
（
栃
木
、
大
平
、

藤
岡
、都
賀
）
ご
と
の
固
定
資
産
（
償

却
資
産
を
除
く
）
の
価
格
な
ど
を
縦

覧
で
き
ま
す
。

◇
縦
覧
期
間　

４
月
１
日
㈮
〜
５
月

31
日
㈫
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

◇
縦
覧
場
所　

本
庁
お
よ
び
各
総
合

支
所
資
産
税
担
当

◇
縦
覧
で
き
る
人　

市
内
に
あ
る
土

地
や
家
屋
に
対
し
て
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
る
人
、
そ
の
委
任
を

受
け
た
人
（
委
任
状
必
要
）、
納

税
管
理
人
な
ど

◇
縦
覧
で
き
る
事
項　

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、

地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格
）

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、

家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面

積
、
価
格
）

※
土
地
の
所
有
者
は
土
地
の
、
家
屋

の
所
有
者
は
家
屋
の
縦
覧
帳
簿
を

縦
覧
で
き
ま
す
。

◇
必
要
な
も
の　

　

申
請
者
の
認
印
、
申
請
者
の
本
人

確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）、
委
任
状

（
代
理
人
申
請
の
場
合
）、
法
人
登
録

印
又
は
法
人
登
録
印
を
押
印
し
た
委

任
状
（
所
有
者
が
法
人
の
場
合
）

◇
手
数
料　

無
料

◇
そ
の
他　

自
己
の
資
産
に
つ
い
て

記
載
さ
れ
た
固
定
資
産
課
税
台
帳

は
、
縦
覧
期
間
中
に
限
り
、
無
料

で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
平
成
23
年
度
の
納
税
通
知

書
と
課
税
資
産
明
細
書
は
５
月
中

旬
発
送
の
予
定
で
す
。

◇
問
合
先　

本

税
務
課　

☎
（21）
２
１
２
７

◎
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

―
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
―

　
「
銀
行
が
開
い
て
い
る
う
ち
に
納

付
に
い
け
な
い
」、「
つ
い
つ
い
忘
れ

て
し
ま
っ
た
」
な
ど
の
理
由
で
納
付

が
遅
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

そ
ん
な
時
は
便
利
で
確
実
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
受
付
窓
口　

本
庁
、
各
総
合
支
所
、

各
支
所
・
出
張
所
、
取
扱
金
融
機
関

・
用
意
す
る
も
の　

取
引
金
融
機
関

の
通
帳
、
通
帳
届
出
印

・
利
用
で
き
る
金
融
機
関

　

市
内
に
本
・
支
店
の
あ
る
各
金
融

機
関
と
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
鹿
沼
相

互
信
用
金
庫
、
佐
野
信
用
金
庫

※
引
き
落
と
し
不
納
の
場
合
は
、
翌

月
15
日
ご
ろ
再
振
替
し
ま
す
。

※
固
定
資
産
税
の
口
座
振
替
に
つ
い

て
、
新
年
度
か
ら
変
更
の
方
は
４

月
20
日
㈬
ま
で
に
届
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

納
期
限
内
の
納
付
に
つ
い
て
、
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
問
合
先

本　

税
務
課　

☎
（21）
２
１
３
１ 

◎
軽
自
動
車
な
ど
の
届
出
は
お
早
め
に

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在

の
名
義
人
が
課
税
の
対
象
と
な
り
ま

す
。（
盗
難
・
譲
渡
な
ど
で
、
軽
自
動

車
な
ど
が
手
元
に
な
く
て
も
、
届
出

を
行
わ
な
い
と
課
税
さ
れ
ま
す
）
廃

車
・
住
所
変
更
・
名
義
変
更
は
、
３

月
中
に
届
出
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。

◇
問
合
先

・
１
２
５
㏄
以
下
の
オ
ー
ト
バ
イ
や

農
耕
車

本　

税
務
課　

☎
（21）
２
１
２
１

・
１
２
６
㏄
以
上
の
オ
ー
ト
バ
イ

　

栃
木
運
輸
支
局　

佐
野
事
務
所

　

☎
０
５
０－

５
５
４
０－

２
０
２
０

・
軽
四
輪
車

　

軽
自
動
車
協
会　

佐
野
支
所

　

☎
０
２
８
３
（20）
６
１
１
６

◎
税
証
明
を
申
請
す
る
際
に
は
本
人

確
認
が
で
き
る
書
類
の
提
示
を

　

各
種
証
明
書
交
付
申
請
の
際
に
、

窓
口
で
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

の
提
示
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
重
要
な
個
人
情
報
が
記

載
さ
れ
る
税
証
明
書
を
、
第
三
者
が

不
正
に
取
得
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
で
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◇
問
合
先

本　

税
務
課　

☎
（21）
２
１
２
１

平
成
23
年
４
月
〜

医
療
費
助
成
制
度
が

変
わ
り
ま
す

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

上都賀郡西方町本城62－３

木の花ホーム

経営・会計・税務のパートナー

板倉公認会計士事務所
板倉税理士事務所
パートナー公認会計士 日向野　　司
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ン
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